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社会福祉法人杏樹会 経営基本理念 

 

１．法人経営基本理念 

「熱 意」 常にベストを尽くす。 

「誠 意」 常に真心で取り組む。 

「創 意」 常に向上を目指す。 

 

２. 法人方針 

「利用者主体の施設であることを基本とする。」 

 （全ての利用者にとって、心安らぐ施設であることを第一義とする） 

 

３．経営方針 
（１）利用者にとって快適な環境を 

利用者にとって、清潔で快適な生活・保育空間を保ち、施設内の環境を最  

善に維持することにより、利用者が最良の状況の中で過ごせるような運営を行

う。 

（２）利用者に充実と満足を 

利用者の様々な境遇、願望、特質等を的確に把握して、各々の個性を生かし

た生活の確保・保育の実践を行ない、利用者にとって満足度の高い施設運営を

行う。 

（３）利用者の健康と安全の確保を 

利用者の事故や疾病を未然に防止するよう、施設内外の健康・安全の対策を

万全に期する。また、有事の際に迅速かつ的確な安全確保が出来るように努め

る。 

（４）職員の資質向上を 

利用者の満足度を高め、高レベルの環境を維持するため、職員の資質向上を

図る。 

（５）施設外機関との連携を 

利用者の健康管理、怪我や病気等に対する迅速かつ的確な対応を期するため

に各種医療機関、行政機関、近隣関係施設と常時密な連携を図る。 

（６）奉仕活動団体等の受入れを 

福祉諸事業の理解と知識・技術の向上を図るため、各種団体と交流して情報

共有、公開に積極的に努める。 

（７）施設内及び施設間における業務の連携を 

各施設内、各事業間及び各施設間の連携を図り、杏樹会としての総合的調整、

施設内組織の安定、事業間の協力、施設間の協調を推進していく。 
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法 人 目 標 

本年度の第一の目標として、社会福祉法人である杏樹会の安定した経営を実現するこ

とを掲げる。 

法人としての安定した経営の実現は、各事業体それぞれの経営状況にかかっている。 

安定した経営の実現に向けて、以下の各項目に全力で取り組む年とする。 

 

１．事業体ごとの稼働率を継続的経営が可能な数値にする。 

２．適切な職員配置の実現を図る。 

３．改善計画の立案、周知、実行を行う。 

４．各事業体の固有情報、取り組み、計画実施の状況等を法人全体で共有する。 

 

 

 

【法 人 行 事 計 画】 

 

期  日 内      容 

４月 １日㈬ 入職式・永年勤続表彰・辞令交付式 

５月１９日㈫ 会計監査 

５月２８日㈭ 
理事会（理事長職務執行報告、令和７年度事業報告・令和７年

度決算報告・監事監査報告・評議員会の招集等） 

６月１２日㈮ 
定時評議員会（令和７年度事業報告・令和７年度決算報告・監

事監査報告等） 

１１月１７日㈫ 
理事会（理事長職務執行報告・令和８年度第１回補正予算・評

議員会の招集等） 

１２月 ４日㈮ 評議員会（令和８年度第１回補正予算等） 

令和９年 

１月 ４日㈪ 
法人祈願式（神明神社） 

２月 ５日㈮ 入職説明会 

３月 ８日㈪ 
理事会（令和８年度第２回補正予算・令和９年度当初予算 

・令和９年度事業計画・評議員会の招集等） 

３月２５日㈭ 
評議員会（令和８年度第２回補正予算・令和９年度当初予算 

・令和９年度事業計画等） 

 


